
第 8 章 公害に関する行政 

 

１ 公害苦情の状況 

 

 都市化の進展に伴い、年々苦情内容も広範囲かつ多岐にわたり、解決が難しく、長期

的な対応が必要なケースが目立ってきています。 

 特に、河川の汚濁に関する苦情、悪臭に関する苦情が目立っており、悪臭については

畜産業などの同一原因による複数の苦情が寄せられるケースが多くなっております。 

表 8－1 苦情内容の内訳 

 大気汚染 水質汚濁 騒音 振動 悪臭 その他 総数 

平成 16 年度 6 件 1 件  4 件 0 件 5 件 6 件 22 件 

平成 17 年度 3 件 5 件  1 件 2 件 3 件 1 件 15 件 

平成 18 年度 3 件 6 件  1 件 0 件 5 件 2 件 17 件 

平成 19 年度 1 件 5 件  4 件 0 件 5 件 15 件 30 件 

平成 20 年度 3 件 4 件  1 件 0 件 5 件 1 件 14 件 

備考 

統計上の統一から同一原因の場合は、1件として記録されています。 

 

2 公害法令等に基づく届出状況 

 

 各種公害法令や北海道公害防止条例により、各事業者に対し施設等の届け出が義務付

けられており、公害発生源とならぬよう立ち入り検査等、指導徹底が図られています。 

表 8－2 平成 20 年度届出件数 

大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 
ダイオ

キシン届出内容 

法律 道条例 法律 道条例 法律 道条例 法律 道条例 道条例 法律

設 置 届 9 2 6 0 1 3 0 3 0 0 

使 用 届 0 0 0 0 11 0 8 0 0 0 

構造等変更 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

氏名等変更 5 0 3 0 1 2 1 2 0 0 

使用廃止届 6 0 3 0 0 3 1 3 0 0 

承 継 届 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 

特定建設作業 - - - - 12 - 10 - - - 

合 計 23 2 17 0 25 8 20 8 0 1 

備考 

大気：大気汚染防止法 水質：水質汚濁防止法 騒音：騒音規制法 振動：振動規制法 

道条例：北海道公害防止条例 ダイオキシン：ダイオキシン類対策特別措置法 
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 1）大気 

表 8－3 大気汚染防止法に基づくばい煙・粉じん発生施設届出数 

（平成 21 年 3 月末現在） 

区    分 施 設 名 事業場数 施設数 

ボイラー 87 192 

溶解炉 1 1 

乾燥炉 5 8 

廃棄物焼却炉 3 4 

ばい煙発生施設 

合  計 96 205 

鉱物又は土石の堆積場 8 9 

ベルトコンベア及びバケットコンベア 2 11 

破砕機及び摩砕機 1 1 
粉じん発生施設 

合  計 11 21 

 

表 8－4 北海道公害防止条例に基づく粉じん施設届出数 

（平成 21 年 3 月末現在） 

区    分 施 設 名 事業場数 施設数 

原材料等置場 2 2 

ベルトコンベア及びバケットコンベア 13 101 

破砕機及び摩砕機 6 13 

ふるい 6 7 

分級機 1 2 

セメントサイロ及びセメントホッパー 1 1 

乾式繊維板製造施設及び削片板製造

施設並びにチッパー 
1 1 

農薬製造の混合施設及び調合施設並び

に包装施設 
2 10 

粉じん発生施設 

合  計 32 137 

 

 2）水質 

表 8－5 水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出数 

（平成 21 年 3 月末現在） 

施 設 数 
施  設  の  区  分 

50ｍ3以上※1 50ｍ3未満※1

畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0 9 

畜産食料品製造業の用に供する施設 1 3 

水産食料品製造業の用に供する施設 0 1 

動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0 1 
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めん類製造業の用に供する施設 0 1 

新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 1 1 

農薬製造業の用に供する施設 0 6 

セメント製品製造業の用に供する施設 0 6 

生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0 8 

砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0 1 

酸又はアルカリによる表面処理施設 1 3 

旅館業の用に供する施設 1 0 

飲食店に設置されるちゅう房施設 2 5 

洗たく業の用に供する洗浄施設 2 7 

自動式車両洗浄施設 1 16 

科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う

事業場 
0 1 

産業廃棄物処理施設 0 2 

し尿処理施設 3 0 

下水道終末処理施設 1 0 

特定事業場から排出される水の処理施設 0 1 

合        計 13 72 

備考 ※1 １日の平均的な排出水の量 

 

表 8－6 北海道公害防止条例に基づく汚水等排出施設の届出数 

（平成 21 年 3 月末現在） 

施設の種類 事業場数 施設数 

屎尿施設 1 16 

 

 3）騒音･振動 

表 8－7 騒音規制法・北海道公害防止条例に基づく騒音発生施設の届出数 

（平成 21 年 3 月末現在） 

法に基づく届出 道条例に基づく届出 
種    別 

事業場数 施設数 事業場数 施設数 

金属加工機械 3 5 15 85 

空気圧縮機及び送風機 26 127 48 182 

土石用又は鉱物用の破砕機、 

摩砕機、ふるい及び分級機 
0 0 10 24 

建設用資材製造機械 2 2 5 6 

木材加工機械 1 1 6 62 

印刷機械 4 35 1 1 

合成樹脂用射出成形機 0 0 2 11 

合    計 36 170 87 371 
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表 8－8 振動規制法･北海道公害防止条例に基づく振動発生施設の届出数 

（平成 21 年 3 月末現在） 

法に基づく届出 道条例に基づく届出 
種    別 

事業場数 施設数 事業場数 施設数 

金属加工機械 2 4 13 74 

圧縮機 14 39 33 76 

土石用又は鉱物用の破砕機、 

摩砕機、ふるい及び分級機 
0 0 2 10 

コンクリート製品製造機械 0 0 3 3 

木材加工機械 0 0 3 3 

印刷機械 4 35 1 1 

合成樹脂用射出成形機 0 0 2 8 

合    計 20 78 57 175 

 

 4）悪臭 

表 8－9 北海道公害防止条例に基づく悪臭発生施設の届出数 

（平成 21 年 3 月末現在） 

種       別 事業場数 施設数 

動物の飼養又は収容の用に供する施設 1 16 

肥料の製造の用に供する鶏ふん乾燥施設 1 1 

肥料の製造の用に供する原料置場 1 2 

 

 5）ダイオキシン 

表 8－10 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の届出数 

（平成 21 年 3 月末現在） 

特 定 施 設 の 種 類 事業場数 施設数 

大気 廃棄物焼却炉 4 5 

水質 廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設 0 0 

合      計 4 5 

 

 

 



 

図 8－1 大気汚染防止法届出施設位置図 
(平成 21 年 3 月 31 日現在) 

 

 

 

凡   例 

● 届出施設 

         1:100,000 
0           2.5          5 ㎞ 
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ｔｔｔｔｔ 

図 8－2 水質汚濁防止法届出施設位置図 
(平成 21 年 3 月 31 日現在) 

 

 
届出施設 ● 

凡   例 

         1:100,000 
0           2.5          5 ㎞ 
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図 8－3 騒音規制法届出施設位置図 
(平成 21 年 3 月 31 日現在) 

 

 
届出施設 ● 

凡   例 

         1:100,000 
0           2.5          5 ㎞ 
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図 8－4 振動規制法届出施設位置図 
(平成 21 年 3 月 31 日現在) 

 

 
届出施設 ● 

凡   例 

         1:100,000 
0           2.5          5 ㎞ 
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図 8－5 悪臭防止法届出施設位置図 
(平成 21 年 3 月 31 日現在) 

 

 
届出施設 ● 

凡   例 

         1:100,000 
0           2.5          5 ㎞ 
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図 8－6 ダイオキシン類対策特別措置法 

届出施設位置図 
(平成 21 年 3 月 31 日現在) 

 

 
凡   例 

● 届出施設 

         1:100,000 
0           2.5          5 ㎞ 

 

   



3 公害防止管理者等の届出状況 

 

 製造業及び熱供給業等の事業所で一定規模以上の施設については、特定工場における

公害防止組織の整備に関する法律に基づき公害防止統括者、公害防止管理者等の設置が

義務付けられています。 

 北広島市における対象事業所数は、平成 21 年 3 月末現在、5 事業所（ばい煙発生施設

4、粉じん発生施設 1）となっています。 

 

4 公害防止協定 

 

  北広島市では、環境保全指導要綱第 24 条の規定により、住民の健康又は生活環境の保

全に万全を期するため、必要と認める事項について、事業者と公害防止協定を締結して

います。 

 また、北広島市内には 8 か所のゴルフ場があり、ゴルフ場についても農薬等の安全使

用指導要綱第 22 条の規定に基づき協定を締結し、農薬の適正な使用と公害防止に努めて

います。 

（北広島市が締結している公害防止協定等の締結数については、表 8-11 参照） 

 

表 8－11 協定書等締結状況 

（平成 21 年 3 月末現在）     

協定書 覚書 確認書 合計 

42 件 3 件 0 件 45 件 

 

５ 立 入 検 査 

 

 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づく届出施設については、北海道が立ち入り

し、適正に稼動しているかを検査しています。 

また、騒音・振動規制法、悪臭防止法の届出施設については、市が立ち入りし、適正

に稼働されるよう指導を行っています。 

 

６ 環境関係関連法 

 

  日本の環境関連法の法体系は図 8-3 のとおりであり、最上位に位置するのは 1993 年に制

定された環境基本法であり、その下に大気、水質などの公害防止に関する規制、廃棄物の

処理や製品製造等に関する各種の規制、他にエネルギーや自然環境といった分野があり、

それぞれに関係法が設けられています。 
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  環境基本法の前身は、1967 年に制定された公害基本法であり、水俣病（1953 年）、イタ

イイタイ病（1957 年）、四日市ゼンソク（1960 年）、新潟水俣病（1965 年）の、いわゆる

四大公害事件がきっかけです。 

  その他にも多くの公害問題が発生しましたが、その原因は、環境意識が低いままに企業

が生産活動を優先させ、有害物質を排出してきたことにあります。 

  その反省から大気や水域への有害物質の排出抑制が強化され、環境問題への関心の高ま

りを受けて、70 年から 73 年にかけては公害防止組織の整備に関する法律、廃棄物処理法、

水質汚濁防止法、農用地の汚染防止法、海洋汚染防止法、労働安全衛生法、自然環境保全

法、化学物質審査規制法、公害健康被害補償法など、合計 14 件の環境関連法が次々に制

定されました。 

  その後、環境問題は国内や地域の問題から、地球規模の問題へと広がり、1972 年のロン

ドン条約（廃棄物投棄による海洋汚染防止）をはじめ、1979 年の長距離越境大気汚染条約

（酸性雨対策）、1985 年のオゾン層保護に関するウィーン条約や 1989 年の有害廃棄物の越

境移動とその処理に関するバゼール条約などが採択され、こうした国際的な動きのなか、

日本もこれらの条約に加入・批准するとともに1988年にオゾン層保護法を制定しました。 

90 年代に入ると大量に発生する廃棄物問題がクローズアップされ、ごみの減量とリサイ

クルへの対応が迫られるようになり、1991 年に資源有効利用促進法（リサイクル法）、1993

年には環境行政の道しるべとなる環境基本法が制定され、その後 2000 年にかけて、容器

包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、グリーン

購入法などのリサイクル関連法が次々に制定され、同時に、90 年代後半にはダイオキシン

や環境ホルモンなど、環境中に蓄積された化学物質による汚染が問題化し、1999 年にはダ

イオキシン類対策法、化学物質管理促進法が成立し、ともに 2001 年から施行されました。 

 2000 年 6 月に公布された循環型社会形成推進基本法は、各リサイクル関連法の上位に位

置する基本法であり、廃棄物・リサイクル対策の基本的な枠組みを整備することで、｢経

済社会システムにおける物質循環｣を確保し、それを通して大気や水、土壌、生物といっ

た環境中での｢自然物質循環｣の保全を確保することを目的としたものです。 

世界の国々は、地球温暖化問題に取り組むために仕組みをつくりました。これが、1997

年にまとめられた「京都議定書」です。この中で、日本は 2008 年から 2012 年までの５

年間の温室効果ガスの平均排出量を 1990 年と比べて、６％減らすことを約束しています。 

国は、京都議定書の約束を守り温暖化対策を進めるため、国、地方公共団体、事業者、

国民の各主体の役割を定めた「地球温暖化対策の推進に関する法律」を 1998 年に制定し、

取り組みの進め方やその内容を定めた「地球温暖化対策推進大綱」や「京都議定書目標達

成計画」などにより温暖化対策を進めています。 
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図 8－3 環境関係法令体系図 
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環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律 

河 川 法 

浄 化 槽 法 水 質 汚 濁 防 止 法 (3)

地球温暖化対策推進法 (18) 省 エ ネ 法 

循 環 型 社 会 形 成 
推 進 基 本 法 (10) 
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食品リサイクル法 (16) 

建設リサイクル法 (15) 
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容器包装リサイクル法 (13) 資源有効利用促進法 (11)
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産業廃棄物特定施設整備促進法 

廃棄物処理施設整備緊急措置法 

廃 棄 物 処 理 法 (12)

公 害防止体 制整備法 

農 薬 取 締 法 

農用地土壌汚染防止法 
土壌・地下水保全 
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種 の 保 存 法 
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※ 1 法律名については一部略称を使用しています。 

  2 括弧書きの数字がある法律は、96～99 ページに法律の目的が記載してあるものです。 
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１）主な環境法令の目的 

 

 （１）環境基本法 平成 5年 11 月 19 日公布 

 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者

及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び

将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを

目的とする。 

 

 （２）大気汚染防止法 昭和 43 年 6月 10 日公布 

 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙並び

に粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガ

スに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとと

もに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合にお

ける事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的

とする。 

 

 （３）水質汚濁防止法 昭和 45 年 12 月 25 日公布 

 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する

水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水

域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防

止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業

場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者

の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 

 

 （４）騒音規制法 昭和 43 年 6月 10 日公布 

 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範

囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定め

ること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 

 

 （５）振動規制法 昭和 51 年 6月 10 日公布 

 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範

囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定

めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 

 

 （６）悪臭防止法 昭和 46 年 6月 1日公布 

 この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要

な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健

康の保護に資することを目的とする。 
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 （７）土壌汚染対策法 平成 14 年 5月 29 日公布 

 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染に

よる人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施

を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。 

 

 （８）ダイオキシン類対策特別措置法 平成 11 年 7月 16 日公布 

 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物

質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をする

ため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、

汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする。 

 

 （９）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 

（ＰＲＴＲ法） 平成 11 年 7月 13 日公布  

 この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、

化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏

まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する

措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措

置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の

保全上の支障を未然に防止することを目的とする。 

 

 （10）循環型社会形成推進基本法 平成 12 年 6月 2日公布 

この法律は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会

の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明

らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するこ

とを目的とする。 

 

 （11）資源の有効な利用の促進に関する法律 平成 3年 4月 26 日公布 

この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経

済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大

量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が

利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、

廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制

並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって

国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 （12）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 昭和 45 年 12 月 25 日公布 

 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再

生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公

衆衛生の向上を図ることを目的とする。 
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 （13）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法） 

平成 7年 6月 16 日公布 

 この法律は、容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商

品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分

な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活

環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

 （14）特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 平成 10 年 6月 5日公布 

 この法律は、特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の

収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ず

ることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理

及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に

寄与することを目的とする。 

 

 （15）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 

平成 12 年 5月 31 日公布 

 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するため

の措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生

資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適

正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的

とする。 

 

 （16）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法） 

平成 12 年 6月 7日公布 

 この法律は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し

基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進す

るための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃

棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生

活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

 （17）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 

平成 12 年 5月 31 日公布 

 この法律は、国、独立行政法人等及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進、環

境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な

事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、

もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

 - 98 -



 （18）地球温暖化対策の推進に関する法律 平成 10 年 10 月 9 日公布 

 この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候変動

に関する国際連合枠組条約及び気候変動に関する国際連合枠組条約第三回締約国会議の経

過を踏まえ、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気

中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、

すべての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ、

地球温暖化対策に関し、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするととも

に、地球温暖化対策に関する基本方針を定めること等により、地球温暖化対策の推進を図

り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福

祉に貢献することを目的とする。 

 

 （19）環境影響評価法 平成 9年 6月 13 日公布 

 この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施

に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかん

がみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響

の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行わ

れるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結

果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映

させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮が

なされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資する

ことを目的とする。 

 

 （20）自然環境保全法 昭和 47 年 6月 22 日公布 

 この法律は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目

的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正

な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、

将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生

活の確保に寄与することを目的とする。 

 

 （21）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律  平成 16 年 6月 2日公布 

 この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いを規制す

るとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物

による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保

護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資する

ことを目的とする。 
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